
 

日 薬 業 発 第 5 3 号 

令和６年４月 30 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

疑義解釈資料につきましては、令和６年４月 16 日付け日薬業発第 32 号（そ

の３）にてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が

示されました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう宜し

くお願い申し上げます。 

なお、これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能なほか、本会

ホームページにも後日掲載予定であることを申し添えます。 

 

 

〇「令和６年度診療報酬改定について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

> 医療保険 > 令和６年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html 

 

 

 



事 務 連 絡 

令和６年４月 26 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 

abe-yuuta
テキストボックス
＜ 抄 ＞



 

事  務  連  絡 

令和６年４月 26 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示（令和６年厚生労働省告示第 57 号）等につ

いては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３

月５日保医発 0305 第４号）等により、令和６年６月１日より実施することとしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取

りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添５） 

調－1 

 

調剤報酬点数表関係 

 

【調剤基本料】 

問１ 保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グ

ループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。 

   ①令和６年８月に新規指定を受ける場合 

   ②令和７年４月に新規指定を受ける場合 

（答）指定の日の属する月が５月から 12 月であれば当年４月末時点の、１月か

ら４月までであれば前年４月末時点の同一グループの薬局数（当該保険薬

局を含む。）で判断されたい。したがって、①及び②のいずれについても令

和６年４月末時点の同一グループの薬局数（当該保険薬局を含む。）で判断

することとなる。 

 

問２ 保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属

することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考え

ればよいか。 

（答）指定の日の属する月が５月から 12 月であれば当年４月末時点の、１月か

ら４月までであれば前年４月末時点の当該開設者を含めた同一グループの

薬局数（当該保険薬局を含む。）で判断し、新たに所属することになった時

点の薬局数では判断しない。 

 

【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】 

問３ 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準

に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知している

が、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表し

ている場合、施設基準を満たしていることになるか。 

（答）加算の要件の対応として適切ではないため不可。当該加算を届け出る保

険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪

問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地

域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の

単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。 

 


